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衆
議
院
議
員
和
田
有
一
朗
君
提
出
「
日
中
共
同
声
明
」
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書 

一
及
び
二
に
つ
い
て 

 
 

台
湾
に
関
す
る
我
が
国
政
府
の
立
場
は
、
昭
和
四
十
七
年
の
日
本
国
政
府
と
中
華
人
民
共
和
国
政
府
の
共
同
声
明
（
以

下
「
日
中
共
同
声
明
」
と
い
う
。
）
第
三
項
に
あ
る
と
お
り
、
「
台
湾
が
中
華
人
民
共
和
国
の
領
土
の
不
可
分
の
一
部
で
あ

る
」
と
の
中
華
人
民
共
和
国
政
府
の
立
場
を
十
分
理
解
し
、
尊
重
す
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。 

三
に
つ
い
て 

 
 

御
指
摘
の
大
平
外
務
大
臣
（
当
時
）
の
発
言
の
趣
旨
は
、
「
中
華
人
民
共
和
国
政
府
は
、
台
湾
が
中
華
人
民
共
和
国
の
領

土
の
不
可
分
の
一
部
で
あ
る
こ
と
を
重
ね
て
表
明
す
る
。
日
本
国
政
府
は
、
こ
の
中
華
人
民
共
和
国
政
府
の
立
場
を
十
分
理

解
し
、
尊
重
し
、
ポ
ツ
ダ
ム
宣
言
第
八
項
に
基
づ
く
立
場
を
堅
持
す
る
。
」
と
日
中
共
同
声
明
第
三
項
に
あ
る
と
お
り
で
あ

る
と
承
知
し
て
い
る
。 

四
に
つ
い
て 

 
 

御
指
摘
の
「
台
湾
の
領
土
的
な
位
置
づ
け
に
関
す
る
政
府
見
解
を
逸
脱
す
る
よ
う
な
立
場
」
及
び
「
「
日
中
共
同
声
明
」

に
お
け
る
日
本
政
府
の
立
場
は
、
日
本
政
府
の
台
湾
の
領
土
的
な
位
置
づ
け
に
関
す
る
見
解
を
逸
脱
し
て
い
る
」
の
意
味
す



 

２ 

 

る
と
こ
ろ
が
明
ら
か
で
は
な
く
、
お
答
え
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
が
、
台
湾
に
関
す
る
我
が
国
政
府
の
立
場
に
つ
い
て
は
、

一
及
び
二
に
つ
い
て
で
述
べ
た
と
お
り
で
あ
る
。 

五
に
つ
い
て 

 
 

御
指
摘
の
日
中
共
同
声
明
第
六
項
は
、
日
中
両
政
府
が
、
同
項
前
段
の
諸
原
則
及
び
国
際
連
合
憲
章
の
原
則
に
基
づ
き
、

日
本
国
及
び
中
国
が
、
相
互
の
関
係
に
お
い
て
、
全
て
の
紛
争
を
平
和
的
手
段
に
よ
り
解
決
し
、
武
力
又
は
武
力
に
よ
る
威

嚇
に
訴
え
な
い
こ
と
を
確
認
し
た
も
の
で
あ
る
。 


